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１ 条例制定の必要性

現在、私たちは便利で豊かな生活を享受し活発な事業活動を行っていますが、これ

によって、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスを大気中に大量に排出しています。

この温室効果ガスの濃度が高まることにより、地球全体として、地表及び大気の温度

が上昇し、自然の生態系及び人類に現に深刻な影響を及ぼしつつあります。

「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」の第４次評価報告書では、気候シス

テムの温暖化にはもはや疑う余地がなく、多くの自然生態系が既に温暖化の影響を受

けているとしています。また、現在の政策を継続した場合、世界の温室効果ガスは今

後、二、三十年増加し続け、その結果、２１世紀中に大規模な温暖化がもたらされる

と予測されています。

このように、地球温暖化はまさに「待ったなし」の問題です。

本年の７月に開催された北海道洞爺湖サミットにおいても、２０５０年までに世界

全体の温室効果ガス排出量の５０％削減に取り組んでいくことが明確にされました。

本県では、平成６年に制定した環境基本条例などを根拠に、これまで各種の温暖化

対策に係る施策を実施してきました。平成８年には「埼玉県地球温暖化対策地域推進

計画」を策定し、平成１６年に同計画の見直しを行いました。

また、平成１３年には「埼玉県生活環境保全条例」を制定し、この中で一定規模以

上の事業者に対し、二酸化炭素などの削減を自ら進めるための環境負荷低減計画（彩

の国エコアップ宣言）制度を設け、平成１４年４月から施行しています。

このほかにも、具体的施策として、夏・冬のライフスタイル実践キャンペーンの実

施、エコライフ DAY（一日環境家計簿）の普及促進、エコドライブの推進など多くの

取組を実施してきました。

県ではこのように様々な取組をしてきましたが、平成１７年の本県における温室効

果ガス排出量は、１９９０年と比べて５．０％増加し、現在の「埼玉県地球温暖化対

策地域推進計画」の温室効果ガスの排出量の目標（平成２２年度までに温室効果ガス

排出量を平成２年に比べて６％削減）を達成するには、１１．０％の削減が必要とな

ります。

このように国内外における地球温暖化対策への関心の高まりなどを背景に、地球温

暖化対策をこれまで以上に強化する必要があり、事業者、県民、ＮＰＯ、行政などが

地域総ぐるみで取り組んでいくことが求められています。

このため、こうした地域総ぐるみでの温暖化対策を進めるため、新たに地球温暖化

対策の推進に関する条例を制定しようとするものです。
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２ 条例案の基本的な考え方

本県における温暖化防止対策を推進する上で、以下の視点に立って、条例を定め

ます。

（１）行政はもとより、事業者、県民の責務を定め、地域総ぐるみで地球温暖化対策

を推進します。

（２）産業、業務、運輸、家庭などの各分野で、実効性の高い温暖化対策を具体的に

掲げます。

（３）「低炭素社会」を構築するため、再生可能エネルギーの利用や森林の再生など、

総合的な温暖化対策を講じていきます。

３ 条例案の概要

（１）目的

温室効果ガスの排出量を自然界の吸収量と同等レベルにするとともに生活の

豊かさを実感できる「低炭素社会」を実現し、良好な環境を将来の世代に引き

継いでいくために、県、事業者、県民等の責務を明らかにするとともに、積極

的な協働による温室効果ガスの排出抑制等に関し必要な事項を定める。

（２）県の責務

・ 県は、総合的な地球温暖化対策を計画的に実施するものとする。

・ 県は、自らの事務及び事業において、率先して地球温暖化対策を実施するもの

とする。

（３）事業者及び県民等の責務

・ 温室効果ガスの排出の抑制等に関する取組を自主的かつ積極的に行うものとす

る。

・ 県その他の主体が実施する地球温暖化対策に協力するよう努める。

（４）環境保全活動団体の責務

・ 地球温暖化対策を自主的かつ積極的に行うものとする。

・ 事業者、県民等の地球温暖化の防止に関する理解を深め、地球温暖化対策への

協働の促進に努める。

（５）事業活動に関する地球温暖化対策

・ 事業者は、温室効果ガスの排出状況を把握し、その抑制等に努めるものとする。

・ 知事は、事業者の環境負荷低減のために必要な指針を定めるものとする。
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・ 一定規模以上のエネルギー多量使用事業者は、指針に基づき、環境負荷低減に

係る計画を作成し知事に提出して、環境負荷の継続的な低減に努めなければな

らない。（計画内容としては、二酸化炭素・窒素酸化物の削減、廃棄物の排出抑制・リサイクル・

適正処理などを想定）

・ 一定規模以上のエネルギー多量使用事業者以外の事業者が任意に指針に基づき

環境負荷低減に係る計画を作成した場合は、この計画を知事に提出することが

できる。

・ 環境負荷低減に係る計画を提出した事業者は、毎年度、計画に基づく措置の実

施状況について、知事に報告しなければならない。

・ 環境負荷低減に係る計画及び報告を知事に提出したときは、事業者はその内容

を公表しなければならない。

・ 環境負荷低減に係る計画の作成対象事業者は、環境負荷低減に関する取組を推

進する者を選任し、知事に届け出なければならない。

・ 環境負荷低減に係る計画の作成対象事業者を拡大する。

【現 行】 １事業所当たり原油換算年間 1,500kl 未満は対象外

【拡大後】 １事業所当たり原油換算年間 1,500kl 未満であっても、事業

者単位で合算して原油換算年間 1,500kl 以上になると、環境負

荷低減に係る計画の作成が必要。

・ 知事は、環境負荷低減に係る計画及び実施状況報告の提出があったときは、そ

の内容を公表する。

（６）建築物の新築等に関する地球温暖化対策

・ 建築物を新築、増築、改築しようとする者は、建築物に係る省エネルギー等の

措置を講ずるよう努めるものとする。

・ 知事は、建築物に係る省エネルギー等のために、必要な指針を定めるものとす

る。（CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）の活用を想定）

・ 一定規模以上の建築物を新築、増築、改築しようとする者は、工事着手前一定

期間前までに、指針に基づき建築物の環境配慮に係る計画を作成し、知事に提

出しなければならない。（計画内容としては、省エネルギー、太陽光の利用、資源有効活用、

ヒートアイランド対策・緑化などを想定）

この場合、再生可能エネルギーを利用するための設備の導入を検討しなければ

ならない。

・ 建築物の環境配慮に係る計画を提出した者は、工事完了後速やかに知事に届け

出なければならない。

・ 知事は、建築物の環境配慮に係る計画及び工事の完了の届出があったときは、

その内容を公表する。
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（７）自動車交通に関する地球温暖化対策

・ 自動車等の使用者又は運転者はエコドライブに努めるものとする。

・ 県民及び事業者は、低燃費車その他温室効果ガスの排出量が少ない自動車を使

用するよう努めるものとする。

・ 自動車販売者は、自動車を購入しようとする者に温室効果ガスの排出量などに

ついて説明しなければならない。

・ 自動車製造業者は、温室効果ガスの排出量がより少ない自動車の開発に努めな

ければならない。

・ 県民は、公共交通機関又は自転車の利用に努めるものとする。

・ 知事は、自動車から排出される温室効果ガスの削減のために必要な指針を定め

るものとする。

・ 一定台数以上の自動車を使用する事業者は、指針に基づき、自動車から排出さ

れる温室効果ガスの削減計画を作成し、知事に提出しなければならない。また、

エコドライブ推進者を選任し、知事に届け出なければならない。

・ 特に自動車を多数使用する事業者は、一定割合以上の低燃費車を導入しなけれ

ばならない。

・ 自動車から排出される温室効果ガスの削減計画を提出した事業者は、毎年、そ

の措置の実施状況について報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

・ 自動車から排出される温室効果ガスの削減計画の作成対象事業者以外の自動車

を使用する事業者が、自らの意思により指針に基づき自動車から排出される温

室効果ガスの削減計画を作成した場合は、この計画を知事に提出することがで

きる。

・ 一定規模以上の荷主は、指針に基づき、環境配慮に係る計画を作成し、知事に

提出しなければならない。（計画内容としては、効率的な物流対策などを想定）

・ 一定規模以上の集客施設の設置者及び自家用自動車通勤者が相当程度多い事業

者は、指針に基づき、環境配慮に係る計画を作成し、知事に提出しなければな

らない。（計画内容としては、来客や従業員への普及啓発やインセンティブの付与などを想定）

・ 自動車から排出される温室効果ガスの削減計画及び環境配慮に係る計画の提出

については、その内容が環境負荷低減に係る計画に含まれる場合は、それぞれ

自動車から排出される温室効果ガスの削減計画及び環境配慮に係る計画の提出

があったものとみなす。

・ 知事は、自動車から排出される温室効果ガスの削減計画及び実施状況報告の提

出があったときは、その内容を公表する。

・ 知事は、環境配慮に係る計画の提出があったときは、その内容を公表する。
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（８）環境物品等の購入の促進等に関する地球温暖化対策

・ 事業者及び県民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を

受ける場合には、環境物品等（環境負荷の低減に資する原材料・部品・製品及び役務）を

選択するよう努めるものとする。

・ 電気機器等を使用する者は、温室効果ガスの排出量が少ないものを使用するよ

う努めるものとする。

・ 電気機器等を販売する者は、特定の電気機器等に関する省エネルギー性能に関

する情報の表示、説明に努めるものとする。（エアコン、テレビ、冷蔵庫を想定）

・ 一定規模以上の電気機器等を販売する事業者は、特定の電気機器等に係る省エ

ネルギー性能に関する情報の表示、説明を行わなければならない。

・ 電気機器等を販売する大規模な事業者は、省エネルギー性能について顧客に対

して説明することを推進する者を選任し、知事に届け出なければならない。

（９）再生可能エネルギーの利用等に関する地球温暖化対策

・ 県は、率先して、太陽光発電など再生可能エネルギーを導入するとともに、県

民、事業者による再生可能エネルギーの利用の促進のために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。

・ 事業者及び県民は温室効果ガスの排出の抑制を図るため、再生可能エネルギー

の優先的な利用に努めるものとする。

（１０）森林の保全及び整備、緑の保全等に関する地球温暖化対策

・ 県は、森林の保全及び整備に関し総合的な施策を推進するとともに、森林の持

つ温室効果ガスの吸収・固定作用に関し、事業者及び県民への普及啓発に努め

るものとする。

・ 県は、緑の保全及び創出に関し総合的な施策を推進するとともに、意識啓発や

県民・事業者・環境保全団体の緑の保全・創出に関する取組を促進するよう努

めなければならない。

・ 事業者及び県民は、連携、協働して、森林の保全及び整備並びに緑の保全及び

創出等に努めるものとする。

（１１）廃棄物の発生抑制等に関する地球温暖化対策

・ 県民及び事業者は、日常生活及び事業活動に関し、廃棄物の発生抑制、再使用

及び再生利用その他資源の有効利用に努めるものとする。

・ 事業者は、廃棄物の処理に当たり、温室効果ガスの排出抑制に努めるものとす

る。
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（１２）環境学習の推進等による地球温暖化対策

・ 県は、地球温暖化の防止に関する学習及び啓発を、市町村、事業者及び県民等

との協働により推進するものとする。

・ 県は、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、啓発活動及び

広報活動を行うよう努める。

（１３）地球温暖化対策の推進体制

・ 県は、埼玉県地球温暖化防止活動推進センター及び埼玉県地球温暖化防止活動

推進員の支援に努めるものとする。

・ 地球温暖化対策に関する施策の策定及び実施に当たっては、県内市町村及び他

の自治体と連携、協力して推進するものとする。

（１４）雑則

・ 市町村の条例が、県条例の趣旨に即しており、かつ、県条例と同等以上の温暖

化対策の効果が期待できるものとして知事が認めるときは、その市町村の区域

においては、県条例は適用しない。

・ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等の事務所等に立ち入

り、機械、書類等の物件を調査させ、関係者に質問させることができる。

・ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、関係事業者等に対し、必要な

報告又は資料の提出を求めることができる。

・ 知事は、この条例に定める計画の作成等をしないと認めるときは、その者に対

し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

・ 知事は、勧告を受けた者が従わなかったときは、その旨を公表することができ

る。

※ （仮称）埼玉県地球温暖化対策推進条例の制定に伴い、埼玉県生活環境保全条例

の規定の整備を行います。


